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新型コロナウイルス感染症に対する治療の公費負担を延長するとともに 

特例措置の延長及び新設点数「発熱患者等対応加算」引き上げに関する要望書 

新型コロナウイルス治療薬や入院費の公費支援について、４月以降は公費支援を終了し、自己負担を

求める方針であることが報道されています。しかし、厚労省によると、全国の定点医療機関が報告した

１月29日～２月４日の新型コロナウイルスの新規感染者数は計79,605人で、11週連続で増加し、東

京においては入院患者数が1,820人となるなど、感染が急速に拡大しております。また今冬は「ＪＮ.

１」など新たな変異株が確認され、第10波としても認識されつつあります。2023年10月に診療報酬

上の特例措置や公費支援が見直された際、今冬の感染拡大状況を検証した上で４月以降の感染症対策

を検討することとされていましたが、現時点で感染は拡大の一途を辿っており、４月以降も公費支援を

行う必要があることは明らかです。 

また新型コロナウイルス後遺症の発症抑制効果としては、パキロビッド投与で26％（※1）、ラゲブ

リオ投与で14～16％（※2）、ゾコーバ投与で45％（※3）低下したという論文等も発表され、その有

効性が認められています。未だ新型コロナウイルス感染者数は高止まっており、１割～２割程度は深刻

な新型コロナウイルス後遺症が発症するなど、新型コロナウイルス治療薬の効果的投与が必要ですが、

５類移行後、公費負担が大幅に縮小され、受診控えが多く発生しています。さらに2023年10月に新型

コロナウイルス治療薬に対する公費支援に自己負担が導入されて以降は、検査や投薬を拒否する患者

も多くみられるようになりました。 

国は新興感染症等の発生・まん延時の医療提供体制を確保するため、改定感染症法において医療措

置協定を法定しました。2024年度診療報酬改定においては、外来感染対策向上加算の施設基準に「第

二種協定指定医療機関であること」を追加し、さらに、適切な感染対策を講じた上で発熱患者等の診

察を行った場合の発熱患者等対応加算（20 点/月 1 回）を新設しました。しかし、現行の診療報酬上

特例措置の同趣旨の加算点数147点（診療毎）に比べて、著しく低い評価で、諸物価高騰のおり、医

療従事者の感染症対応のリスクと手間としてはあまりにも不十分です。 

以上のことから以下を再度、要望いたします。 

記 

一．新型コロナウイルス感染症が真にエンデミックとして落ち着くまでは、治療薬を全額公費負担と

すること。また高額な入院医療費への公費負担を、４月以降も継続すること。 

一．新型コロナウイルス感染症診療報酬上臨時的取扱いの特例措置について、診療報酬改定施行前の

５月末まで延長するとともに、新設点数の「発熱患者等対応加算」を少なくとも現行の特例措置

と同等の評価とすること。 

以上 
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